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４
月
１
日
か
ら
船
引
町
、
大
越
町
、
滝
根
町

の
一
部
で
、
新
た
に
公
共
下
水
道
を
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
で
、
市
内
の
下
水
道
供
用
区
域
面
積
は

５
５
８・
５
１
ha
に
な
り
、
約
１
万
１
７
０
０

人
が
下
水
道
を
使
用
で
き
ま
す
。

  

使
用
料
は
ど
の
く
ら
い
？

　

下
水
道
使
用
料
は
、
上
水
道

の
使
用
料
と
合
わ
せ
て
支
払
う

こ
と
に
な
り
、
大
滝
根
水
環
境

セ
ン
タ
ー
で
の
汚
水
・
汚
泥
の

処
理
、
下
水
道
管
な
ど
の
施
設

の
維
持
管
理
に
使
わ
れ
ま
す
。

下
水
道
に
接
続
す
る
と
、
汲
み

取
り
や
浄
化
槽
維
持
管
理
な
ど

の
費
用
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

　

井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
方

や
、
上
水
道
と
併
用
し
て
い
る

方
の
汚
水
量
は
別
途
認
定
さ
れ

ま
す
。

下水道使用料の額【１月当たり、消費税込み】

基本使用料 10 ㎥を超えて使用した場合の
　 従量使用料【１㎥当たり】

汚水量 10 ㎥
まで 2,052 円

11 ㎥～　20 ㎥まで 205 円
21 ㎥～　50 ㎥まで 216 円
51 ㎥～ 100 ㎥まで 226 円

  101 ㎥以上 237 円
※井戸水を使用している方や、上水道と併用して
　いる方の汚水量は別途認定されます。

◆
新
た
に
下
水
道
が

　
　
　
使
用
で
き
る
区
域

①
船
引
町
　
船
引
字
上
田
中
、
砂

　
子
田
の
各
一
部

②
船
引
町
　
船
引
字
板
橋
入
山
、　

　
入
山
、太
子
堂
、遠
表
の
各
一
部

③
船
引
町
　
船
引
字
卯
田
ヶ
作
、　

　
長
作
、
堰
田
の
各
一
部

④
船
引
町
　
船
引
字
扇
田
、
四
城

　
内
前
の
各
一
部

⑤
大
越
町
　
下
大
越
字
中
田
、
町
、

　
本
風
呂
の
各
一
部

⑥
滝
根
町
　
神
俣
字
五
林
平
、
菅

　
谷
字
糠
塚
前
の
各
一
部

⑦
滝
根
町
　
広
瀬
字
南
作
の
一
部

　
※
地
図
の
　
　
　
の
区
域

公
共
下
水
道
の
供
用
区
域
が
広
が
り
ま
す

未
来
へ
向
け
て
、下
水
道
で

　
　
　
き
れ
い
な
水
と
大
地
を

●
問
い
合
わ
せ

　
建
設
部 

下
水
道
課

☎
81

－

２
５
１
２

①船引町船引字上田中、砂子田の各一部

  

受
益
者
負
担
金
制
度
と
は

　

下
水
道
は
、
道
路
や
公
園
の

よ
う
に
誰
も
が
利
用
で
き
る
も

の
で
な
く
、
下
水
道
管
が
整
備

さ
れ
た
地
域
に
住
む
方
し
か
利

用
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
特
定
の
方
が
利

益
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
下
水

道
を
利
用
で
き
る
方
（「
受
益
者
」

と
い
い
ま
す
）
に
本
管
や
公
共

ま
す
な
ど
の
建
設
費
の
一
部
を

負
担
し
て
い
た
だ
く
の
が
、
受

益
者
負
担
金
制
度
で
す
。（
都
市

計
画
法
第
75
条
）

　

受
益
者
負
担
金
は
、
多
額
の

下
水
道
施
設
の
建
設
費
を
ま
か

な
う
財
源
の
一
部
と
し
て
、
下

水
道
事
業
の
推
進
に
大
き
な
役

割
を
果
た
す
も
の
で
す
。

　

受
益
者
負
担
金
の
額
は
、
１

つ
の
土
地
に
公
共
ま
す
を
１
個

設
置
す
る
と
24
万
円
と
な
り
ま

す
。

　

納
入
方
法
は
、
５
年
分
割
で

年
４
回
（
合
計
20
回
）
に
分
け

て
納
め
る
方
法
と
、
一
括
で
納

め
る（
前
納
）方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

前
納
す
る
場
合
は
、
そ
の
回

数
に
応
じ
て
報
奨
金
制
度
が
あ

り
ま
す
。

  

下
水
道
を
使
用
す
る
に
は

　

下
水
道
を
使
用
す
る
た
め
に

は
、
宅
内
排
水
設
備
を
設
置
し
、

本
管
に
接
続
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
際
は
、
市
の
指
定

工
事
店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　

指
定
工
事
店
は
、
基
準
に
合
っ

た
排
水
設
備
を
施
工
す
る
た
め

に
必
要
な
技
術
を
持
っ
て
い
る

と
市
が
認
め
た
業
者
で
す
。
指

定
工
事
店
に
申
し
込
む
と
、
排

水
設
備
の
設
計
・
施
工
の
ほ
か
、

工
事
の
完
了
、
検
査
、
使
用
開

始
の
手
続
き
の
際
に
立
ち
会
い

な
ど
を
行
い
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
任
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

  

下
水
道
に
早
め
の
接
続
を

　

下
水
道
に
接
続
す
る
と
、
家

庭
内
雑
排
水
が
直
接
側
溝
に
流

れ
な
く
な
る
た
め
、
側
溝
か
ら

の
悪
臭
な
ど
が
な
く
な
り
、
そ

れ
ら
が
流
れ
込
ん
で
い
た
河
川

の
水
質
が
改
善
さ
れ
ま
す
。

　

下
水
道
は
、
水
路
な
ど
の
公

共
用
水
域
を
き
れ
い
に
し
、
良

好
な
生
活
環
境
を
維
持
す
る
重

要
な
役
割
も
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

②船引町船引字板橋入山、入山、太子堂、遠表の各一部

③船引町船引字卯田ヶ作、長作、堰田の各一部

④船引町船引字扇田、四城内前の各一部

⑤大越町下大越字中田、町、本風呂の各一部

⑥滝根町神俣字五林平、菅谷字糠塚前の各一部

⑦滝根町広瀬字南作の一部


